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古
文
書
を
読
む 

≪
 

安
堵
状 ≫

 

  
 
 
 
 

古
文
書
と
は
、
過
去
の
文
書
で
、
史
実
を
示
す
史
料
の
一
つ
。
文
書
や
記
録
は
必
ず
第
一
人
者
（書
き 

 
 
 
 

手
）が
、
何
か
の
用
件
や
考
え
を
第
二
人
者
（相
手
）
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る 

 
 
 
 

第
二
の
文
書
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
事
実
を
確
か
め
ら
れ
る
。
公
文
書
は
一
つ
の
形
式
を
も
つ
が
、
私
文 

 
 
 
 

書
に
は
形
式
が
な
く
、
そ
こ
に
証
明
さ
れ
る
事
実
は
千
差
万
別
で
、
真
偽
を
区
別
す
る
に
は
古
文
書
学
の 

 
 
 
 

知
識
が
必
要
に
な
る
。 

 
 
 
 
 

古
文
書
の
種
類
と
し
て
は
、 

 
 
 
 
 
 

●
公
式
様
文
書 

 

詔
書
・勅
旨
・勅
書 

天
皇
の
勅
命
を
下
達
す
る
文
書 

符
・移
・牒
・解
（ふ
・
い
・
ち
ょ
う
・げ
） 

役
所
が
出
す
文
書 

  
 
 
 
 
 

●
公
家
様
文
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宣
旨
・官
宣
旨 

 

詔
書
・勅
書
の
手
続
き
を
簡
略
化
し
た
勅
命
文
書
と
、
宣
旨
よ
り
簡
略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

し
た
文
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁
宣

ち
ょ
う
せ
ん 

 
 
 
 
 
 

中
央
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
る
命
令
は
国
司
に
伝
え
ら
れ
る
。
在
京
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
司
が
任
国
に
出
す
文
書
が
庁
宣
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

綸
旨

り

ん

じ 
 
 
 
 
 
 

弁
官
や
蔵
人
が
天
皇
の
意
思
を
受
け
て
出
す
文
書
。
内
容
は
勅
命
だ
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形
式
的
に
は
弁
官
や
蔵
人
が
発
す
る
文
書
形
式
を
取
る
。 

 
 
 
 
 
 

●
武
家
様
文
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
文

く
だ
し
ぶ
み 

 
 
 
 
 
 

将
軍
か
将
軍
家
の
政
所
が
発
給
す
る
最
も
格
式
の
高
い
文
書
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
領
の
安
堵
状
に
多
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
知
状

げ

ち

じ

ょ

う 
 
 
 
 
 

下
文
と
御
教
書
の
折
衷
様
式
。
裁
決
文
書
に
多
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
教
書

み
ぎ
ょ
う
し
ょ  

 
 
 
 

将
軍
が
一
般
の
政
務
な
ど
で
出
す
伝
達
用
の
文
書
。
政
所
な
ど
幕
府
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機
関
が
出
す
同
形
式
の
文
書
を
奉
書
と
言
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

直
状 

 
 
 
 
 
 

発
給
者
が
直
接
出
す
文
書
。
差
出
人
が
自
署
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
判
状

い
ん
ば
ん
じ
ょ
う 

 
 
 
 

 
 

花
押
の
代
わ
り
に
判
を
押
し
た
文
書
。
形
式
的
に
は
直
状
と
同
じ
だ
が
、 

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 
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格
式
は
、
下
。 

 
 
 
 
 
 

●
上
申
文
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

解
状
・訴
陳
状 

 
 
 
 

役
所
間
だ
け
の
や
り
取
り
だ
っ
た
解
状
を
個
人
間
で
も
行
っ
た
も
の
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
位
者
か
ら
上
位
へ
意
思
を
述
べ
る
文
書
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請 う
け

文 ぶ
み

・請
取
状 

 
 
 
 

将
来
、
権
利
、
金
品
等
を
付
与
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
文
書
。
転
じ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命
を
請
け
た
こ
と
を
報
告
す
る
文
書
。
武
家
文
書
で
は
後
者
の
意
味
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

起
請
文

き
し
ょ
う
も
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 

宣
誓
書
。 

 
 
 
 
 
 

●
証
文
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

譲
状

ゆ
ず
り
じ
ょ
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

財
産
を
譲
渡
す
る
際
、
譲
渡
内
容
を
記
し
た
文
書
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

借
用
状 

 
 
 
 
 
 
 
 

借
主
が
貸
主
に
確
か
に
金
品
等
を
借
り
た
こ
と
を
認
め
た
文
書
。
債
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
消
滅
ｓ
る
と
借
主
に
渡
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

売
権 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財
産
を
売
買
し
た
こ
と
を
認
め
、
買
主
に
権
利
を
譲
渡
し
た
こ
と
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売
り
手
が
認
め
た
文
書
。 

  
 
 

と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

  
 
 

 
 

【用
語
説
明
】 

 
 
 

 
 

 
 
 

・弁
官

べ
ん

か

ん

・・・・・律
令
の
官
制
の
一
つ
。
「お
お
と
も
い
の
つ
か
さ
」と
い
い
、
太
政
官
に
直
属
し
た
事
務
局
で
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

下
級
機
関
か
ら
の
上
申
文
書
の
受
理
お
よ
び
太
政
官
へ
の
申
達
や
命
令
の
下
達
の
文
書 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

の
発
給
事
務
を
統
括
し
た
行
政
事
務
の
執
行
機
関
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
蔵
人
・・
・・
・平
安
初
期
に
設
置
さ
れ
た
令
外
官
の
一
つ
。
本
来
皇
室
の
用
具
や
文
書
を
預
か
る
役
人
の
意
。 

  

今
回
は
、
こ
れ
ら
の
中
の
下
文
に
あ
た
る
『
安
堵
状
』
を
紹
介
す
る
。 

 
 
 
 

『安
堵
状
』と
は
、
中
世
・近
世
の
武
士
社
会
に
お
い
て
主
人
が
家
臣
の
所
領
の
知
行
を
改
め
て
確
認 

 
 
 

（安
堵
）
し
た
文
書
を
い
う
。
知
行
は
、
封
建
時
代
に
武
士
に
支
給
さ
れ
た
土
地
ま
た
は
俸
禄
の
こ
と
で
、 

 
 
 

安
堵
状
に
よ
り
法
律
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
鎌
倉
幕
府
で
は
、
下
文
、
下
知
状
、
御
教
書 

 
 
 

を
用
い
、
安
堵
の
下
文
の
よ
う
に
称
せ
ら
れ
た
。
惣
領
が
一
括
し
て
所
領
を
知
行
す
る
と
き
は
安
堵
の
下 

 
 
 

文
を
惣
領
へ
下
し
、
分
割
知
行
し
た
場
合
は
嫡
子
へは
下
文
を
、
庶
子
分
に
は
下
知
状
を
用
い
た
。 

 
 
 
 

の
ち
嘉
元
年
間
（十
四
世
紀
は
じ
め
）に
こ
の
区
別
を
や
め
て
、
両
者
と
も
申
請
者
の
提
出
し
た
譲
状
の 

 
 
 

余
白
に
執
権
・連
署
が
安
堵
し
た
旨
を
記
し
、
署
判
し
て
当
該
者
へ
返
付
す
る
方
法
に
な
っ
た
。 

 
 
 
 

こ
の
安
堵
状
は
、
博
物
館
や
図
書
館
、
公
文
書
館
、
大
学
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
武
田
信
玄
、
豊
臣 

 
 
 

秀
吉
、
伊
達
政
宗
、
毛
利
元
就
な
ど
有
名
な
武
将
の
花
押
が
あ
る
安
堵
状
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る 
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こ
と
が
で
き
る
。 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

上
の
画
像
は
、
武
田
信
玄
の
安
堵
状
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

こ
の
文
書
は
、
長
野
県
上
田
市
に
あ
る
上
田
市 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
お 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

り
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

甲
斐
（山
梨
県
）
の
武
田
信
玄
が
上
田
小
県
地
方 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

を
攻
め
始
め
た
の
は
天
文
十
七
（一
五
四
八
）年
二 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

月
か
ら
。
天
文
二
十
二
（一
五
五
三
）年
八
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

信
玄
は
村
上
義
清
方
が
守
る
、
塩
田
城
（上
田
市 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

東
前
山
）を
攻
め
落
と
し
て
、
よ
う
や
く
東
信
濃
（ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

小
県
や
佐
久
な
ど
）を
勢
力
下
に
治
め
る
こ
と
が 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

で
き
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

写
真
の
文
書
は
、
塩
田
城
を
落
と
し
た
あ
と
、
し 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ば
ら
く
こ
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
き
下
之
郷
上 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

下
宮
（生
島
足
島
神
社
）
に
、
「
神
社
の
土
地
や
お 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

祭
り
は
、
今
ま
で
通
り
認
め
る
か
ら
、
安
心
し
て
勤 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

め
つ
よ
う
に
。
」と
、
同
社
に
仕
え
る
神
官
や
共
僧 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

に
宛
て
て
出
し
た
安
堵
状
で
あ
る
。 

  
 
 
 

信
玄
は
同
年
八
月
十
日
、
家
臣
の
真
田
幸
隆
（上
田
城
を
築
い
た
昌
幸
の
父
）ほ
か
、
上
田
小
県
地
方
の 

 
 
 

主
な
武
将
に
褒
美
と
し
て
、
土
地
を
与
え
た
。
続
い
て
八
月
十
四
日
下
之
郷
上
下
宮
の
神
主
や
供
僧
に
宛 

 
 
 

て
、
こ
の
安
堵
状
を
出
し
た
。 

 
 
 
 

こ
の
安
堵
状
に
信
玄
の
氏
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
文
書
の
最
初
に
信
玄
自
身
の
花
押
が
書
か
れ
て
い 

 
 
 

る
こ
と
で
わ
か
る
。
ま
た
、
文
書
は
横
に
二
つ
に
折
っ
た
、
折
紙
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

         

 

 

◆武田信玄 出典：Wikipediaより 

 

武田信玄の花押 

拡大したもの 

 

◆生島足島神社 出典：上田旅より 
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も
う
一
つ
紹
介
す
る
の
は
、
徳
川
家
康
の
安
堵
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
所
蔵
で
、 

 
 
 

詳
し
い
説
明
や
読
み
下
し
が
な
か
っ
た
の
で
、
古
文
書
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
に
見
て
い
た
だ
い
た
。
一
部 

 
 
 

解
読
で
き
な
い
文
字
も
あ
る
が
、
解
読
し
て
い
た
だ
い
た
文
で
内
容
は
わ
か
っ
た
。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

□
は
解
読
で
き
な
か
っ
た
文
字 

【判
読
文
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
度
出
置
本
地
事 

小
算
・
菩
提
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心
・
郷
・
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
百
貳
拾
貫
文 

家
溝
ハ
ゝ 

と
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
川
原 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畠
共 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
知
行
如
前
々
不
可
有
相
違
者
也
仍 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

永
禄
十
二
年
己
巳 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
月
十
一
日 
 

家
康 

花
押 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牧
野
涼
介
殿 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 

 

【訓
読
文
】 

 

今
度

こ
の
た
び 

出 い
だ

し
置 お

く
本
地

ほ

ん

ち

の
事 こ

と 

 

小
算
・
心
・
郷
・
記 

 

一
つ
、
百
二
十
貫

ひ
ゃ
く
に
じ
ゅ
っ
か
ん

文 も
ん 

家 い
え

溝 み
ぞ

候
そ
う
ら

は
ば 

と
ば
の
川
原

か

わ

ら 

 
 
 
 
 
 

畠
共

は
た
け
と
も 

右
知
行

ち
ぎ
ょ
う

、
前
々
の
如 ご

と

く
、
相
違

そ

う

い

有 あ

る 

可 べ

か
ら
ざ
る
者
也

も
の
な
り

。
仍 よ

っ

て 

件
く
だ
ん

の
如 ご

と

し
。 

 
 

永 え
い

禄 ろ
く

十
二
年
己
巳

つ
ち
の
と
み 

 
 
 
 
 

正
月
十
一
日 

 

家
康 

花
押 

  
 
 
 

牧
野

ま

き

の

涼
り
ょ
う

介 す
け

殿 
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永
禄
十
二
（一
五
六
九
）年
と
い
え
ば
、
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開
く
四
年
前
に
な
る
。
そ
の
時
代
に
家
康 

 
 
 

は
遠
江
国 

遠
州
、
現
在
の
静
岡
県
西
部
に
い
た
。
永
禄
三
（一
五
六
〇
）年
の
桶
狭
間
の
戦
い
で
今
川
義
元 

 
 
 

が
死
去
し
、
静
岡
県
岡
崎
に
戻
る
。
家
康
は
、
今
川
氏
の
旧
臣
・犬
居
城
主 

天
野
景
貫
ら
が
降
伏
し
た
た 

 
 
 

め
、
永
禄
十
二
年
正
月
に
本
領
の
安
堵
を
与
え
、
ま
た
新
知
を
与
え
て
い
る
。 

 
 
 
 

今
回
紹
介
し
た
『
家
康
の
安
堵
状
』
は
、
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

 

                            

【参
考
資
料
】  

 
 

 
 
 

 
 

・
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

 

・
世
界
大
百
科
事
典
第
二
版
（
コ
ト
バ
ン
ク
）  

・上
田
旅 

 
 

・Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ａ
ａ
ｎ 

 
 

 
 
 

 
 

・
上
田
市
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー 

 

・早
稲
田
大
学
図
書
館 

古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

 
 

 
 
 

 
 

・
全
国
史
跡
巡
り
と
地
形
地
図 

 

 

◆遠江国地図 

 

◆犬居城 復元模型 

 

≪ 花押とは ≫ 

 自署のかわりに書く記号。印

判と区別して書判
かきはん

ともいう。印

章と同様に文書に証拠力を与

えるもので、個人の表徴とし

て偽作を防ぐため、その作成

には種々の工夫が凝らされ

た。 
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こ
の
二
年
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
た
め
、
中
止
や
規
模
を
縮
小
し
て
行
わ
れ
た
須
佐
神
社
の 

 
 
 

祇
園
祭
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
以
前
の
よ
う
な
賑
や
か
な
お
祭
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
寂
し
い 

 
 
 

思
い
を
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
。 

 
 
 
 

今
回
は
平
成
三
（一
九
九
一
）年
に
掲
載
さ
れ
た
、
矢
野
の
神
祇
道
に
つ
い
て
記
事
を
紹
介
。
懐
か
し
い 

 
 
 

顔
も
あ
る
の
で
は
。 

                        

郷
土
誌
「げ
い
び
グ
ラ
フ
」か
ら
《あ
あ
、
懐
か
し
の
甲
奴
・・
・》其
の
七 

  
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
で
、
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受
け
た
記
事
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
矢
野
の
神
祇
道
を
紹
介
し
た
記
事
と
、
カ
ー
タ
ー
元
大
統
領
が
来
町
さ
れ
た
時
の
記
事
を

ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

【
ふ
る
さ
と
の
道 

矢
野
の
神
祇
道
】 

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
第
五
十
八
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 
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 ＊表題の下にある地図を拡大したもの 

 

＊現在の県道宇賀矢野線 

の市境 

 

＊祇園水石碑と祇園水 
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こ
の
記
事
は
、
初
め
て
カ
ー
タ
ー
元
大
統
領
が
甲
奴
町
を
訪
問
さ
れ
た
時
の
記
事
。 

 
 

 

こ
の
時
は
、
奥
様
の
ロ
ザ
リ
ン
さ
ん
は
一
緒
で
は
な
く
、
お
一
人
で
の
来
町
。
正
願
寺
で
鐘
を
つ
か
れ
、
記
念

樹
を
植
え
ら
れ
た
様
子
と
、
当
時
の
町
民
の
歓
迎
ぶ
り
が
わ
か
る
記
事
で
あ
る
。 

 
 
 
 

今
年
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
に
あ
る
、
カ
ー
タ
ー
・セ
ン
タ
ー
の
日
本
庭
園
に 

 
 

 

鐘
楼
堂
を
建
て
る
計
画
が
あ
る
。
市
民
な
ど
か
ら
寄
付
を
募
り
、
完
成
模
型
を
支
所
に
展
示
し
て
あ
る
が
、

去
る
四
月
十
七
日
に
は
、
建
設
に
携
わ
る
近
藤
建
設
倉
庫
に
て
完
成
品
の
お
披
露
目
が
あ
り
、
新
聞
や
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
。
お
披
露
目
さ
れ
た
鐘
楼
堂
を
ま
た
解
体
し
、
船
便
に
て
ア
メ
リ
カ
へ

送
る
そ
う
だ
。 

 
 
 
 

カ
ー
タ
ー
元
大
統
領
も
今
年
九
十
八
歳
に
な
ら
れ
る
。
ご
高
齢
で
あ
り
、
ま
た
持
病
も
お
あ
り
に
な
る 

 
 
 

の
で
、
ぜ
ひ
と
も
完
成
し
た
鐘
楼
堂
を
見
て
い
た
だ
き
、
一
日
で
も
長
く
お
元
気
で
過
ご
さ
れ
る
こ
と
を
祈 

 
 
 

る
ば
か
り
だ
。 

 

 

  

【
カ
ー
タ
ー
さ
ん
が
や
っ
て
来
た
】 

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
第
五
十
八
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 
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弘
法
山
大
山
古
墳
群
の
入
り
口
の
道
路
向
か
い
に
、
堂
さ
ん
が
あ
る
。
こ
の
堂
さ
ん
は
『
申
文
堂
』
と
い
う

名
前
で
、
弘
法
大
師
縁
の
堂
さ
ん
で
あ
る
。 

 
 
 
 

堂
さ
ん
に
は
由
緒
を
書
い
た
看
板
が
あ
り
、 

 
 
 
 

『
文
化
十
年
弘
法
大
師
様
が
上
下
町
深
江
方
面
よ
り
登
山
ご
来
光
さ
れ
頂
上
に
立
た
れ
町
内
を
遠
望 

 
 

 

一
番
高
い
山
か
ら
眺
め
ら
れ
弘
法
山
と
名
付
け
ら
れ
た
。
下
降
し
そ
の
麓
に
本
郷
矢
原
仁
吾
集
落
が 

 
 

 

あ
り
、
こ
こ
に
立
ち
寄
ら
れ
住
民
は
大
師
様
を
生
き
仏
と
仰
ぎ
尊
び
堂
を
建
て
石
造
を
造
っ
て
奉
納 

 
 

 

地
域
の
守
護
仏
と
信
仰
崇
拝
し
長
寿
祈
願
の
由
来
が
あ
る
。 

 
 

 
 

再
建 

平
成
十
年
四
月
吉
日 

 

世
話
人
会
』 

 
 
 

と
墨
書
に
て
あ
る
。
カ
ー
タ
ー
線
が
で
き
る
に
あ
た
っ
て
移
築
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
大
切
に
さ 

 
 
 

れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 
 
 

弘
法
大
師
が
広
め
た
真
言
宗
の
お
経
『南
無
大
師
遍
照
金
剛
』
を
書
い
て
貼
っ
て
あ
り
、
線
香
・蝋
燭
立
て 

 
 
 

も
置
い
て
あ
る
。 

 
 
 
 

弘
法
山
の
名
前
の
由
来
に
つ
な
が
る
堂
さ
ん
で
あ
り
、
地
域
の
人
の
祈
り
の
場
で
あ
る
こ
の
堂
さ
ん
は
、
こ 

 
 
 

れ
か
ら
も
ず
っ
と
守
ら
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

            

こ
の
堂
さ
ん
は
ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
木
々
が
生
い
茂
り
、
日
を
追
う
ご
と
に
ど
ん
ど
ん
木
々
に
埋
も
れ
て

見
え
な
く
な
り
か
け
て
い
た
。 

そ
ん
な
時
、
鬱
蒼
と
し
た
木
々
が
ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
、
堂
さ
ん
の
周
り
は
す
っ
か
り
明
る
く
な
っ
た
。
今
で

は
気
持
ち
よ
く
お
参
り
も
で
き
る
。 

こ
の
堂
さ
ん
を
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ
い
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
郷
土
史
研
究
会
会
員
の
明
賀 

宏
さ
ん
。

ミ
ニ
の
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
な
ど
を
駆
使
し
て
、
数
日
を
か
け
て
作
業
さ
れ
た
。 

通
勤
で
こ
の
道
を
通
る
た
び
、
ど
ん
ど
ん
見
え
な
く
な
る
堂
さ
ん
が
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
き
れ
い
に
な
っ

た
姿
を
み
る
と
嬉
し
く
て
、
心
の
な
か
で
『や
っ
た
ー
！
』と
万
歳
し
た
く
な
っ
た
。 

甲
奴
の
堂
さ
ん
・
申
文
堂 

矢
原 
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こ
の
写
真
は
、
昭
和
三
十
九
年
頃
の
結
婚
式
の
様
子
を
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
、
結
婚
式
は
家
で 

 
 
 

執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
付
き
合
い
の
あ
る
家
や
親
戚
の
主
人
が
招
か
れ
、
結
婚
式
は
家
に
嫁
や
婿
を
迎
え 

 
 
 

入
れ
る
儀
式
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
「
祝
言
」と
呼
ば
れ
た
。
家
を
守
り
、
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め 

 
 
 

に
結
婚
は
重
要
だ
っ
た
の
で
、
結
婚
相
手
の
決
定
に
は
親
の
意
向
に
沿
う
こ
と
が
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で 

 
 
 

は
当
た
り
前
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

 
 
 
 

現
在
は
、
家
で
結
婚
式
を
行
っ
た
り
、
結
婚
相
手
も
親
の
意
向
で
決
め
る
と
い
う
こ
と
も
聞
か
な
く
な
っ 

 
 
 

た
。 

 
 
 
 

人
と
人
で
は
な
く
、 

 
 
 

家
と
家
の
結
婚
で
あ
っ 

 
 
 

た
と
し
て
も
、
新
し
い 

 
 
 

ス
タ
ー
ト
を
切
る
二
人 

 
 
 

に
と
っ
て
、
こ
の
上
な
い 

 
 
 

幸
せ
な
光
景
で
あ
る 

 
 
 

こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。 

         
 
 

古
城
址
探
訪 

神
辺
城 

  
 
 
 

前
号
で
水
野
勝
成
と
福
山
城
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
こ
の
勝
成
が
長
い
年
月
の
放
浪
の
後
、
入
城
し
た
城
が 

 

 
 
 

神
辺
城
で
あ
る
。 

 
 
 
 

神
辺
城
は
別
名
麓
城
・村
尾
城
・楓
山
城
・黄
（紅
）葉
山
城
・道
上
城
な
ど
と
呼
ば
れ
、
浅
山
備
前
守
景 

 
 
 

連
が
守
護
職
に
な
っ
た
建
武
二
（一
三
三
五
）年
に
創
築
さ
れ
た
と
い
う
。
永
禄
七
（一
五
六
四
）年
に
は
、 

 
 
 

毛
利
元
就
の
七
男
元
康
が
入
城
。
福
島
正
則
が
広
島
入
城
後
は
三
原
・神
辺
城
を
家
老
の
福
島
重
治
に
預 

 
 
 

け
て
い
た
が
、
元
和
五
（一
六
一
九
）年
に
水
野
勝
成
が
入
城
し
た
。 

 
 

 

勝
成
は
翌
年
す
で
に
山
城
の
不
便
さ
と
将
来
の
展
望
を
も
っ
て
福
山
常
興
寺
山
の
新
城
築
造
に
着
手
し
た
。 

 
 

 
 

水
野
勝
成
が
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
、
福
山
城
移
転
に
際
し
て
、
神
辺
城
の
一
部
を
移
築
し
た
た
め
、

現
在
は
わ
ず
か
に
城
址
を
残
す
の
み
で
あ
る
。 

こ
う
ぬ 

想
い
出
ア
ル
バ
ム  
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【
参
考
資
料
】 

 
 

・
山
陽
の
山
城 

小
学
館 

 

・Wik
ip

ed
ia 

 

・城
郭
放
浪
記 

  

甲
奴
の
石
造
物
紀
行 

＝
本
郷
・矢
原
＝ 

  
 
 
 

カ
ー
タ
ー
球
場
の
前
に
広
が
る
田
ん
ぼ
の
な
か
に
、
現
在
休
耕
田
と
な
っ
て
い
る
田
ん
ぼ
が
あ
る
。
そ
の
畔 

 
 
 

に
二
つ
並
ん
で
五
輪
塔
が
立
っ
て
い
る
。
草
が
伸
び
れ
ば
、
田
ん
ぼ
の
持
ち
主
が
草
刈
り
を
さ
れ
、
管
理
さ
れ 

 
 
 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 
 
 

こ
の
五
輪
塔
は
い
つ
の
も
の
な
の
か
風
化
し
て
お
り
、
確
認
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
こ
に
、 

 
 
 

ま
た
は
カ
ー
タ
ー
線
を
整
備
す
る
際
に
移
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
変
わ
っ
て
く
甲
奴
を
見
続
け
て 

 
 
 

来
た
の
だ
ろ
う
。 

      

事
務
局
よ
り 

 

・会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・
会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も

結
構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・昔
の
話
や
地
区
の
行
事
な
ど
、
ご
寄
稿
・お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
「甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」へ
登
載
し
て
い
き
ま
す
。 

 

・出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☎
〇
八
四
七-

六
七-

三
五
三
五 

 

 

 

 

 

 

 


